
都道府県医師会

労災保険担当理事 殿

平成28年熊本地震(以下「地震」)に伴う労災保険給付の請求に係る事務処理にっきまして
は、平成28年4月19日付(保21) Fにてご連絡申し上げているところであります。
今般、地震等の影響から診療録等が滅失又は棄損し、労災請求等を請求することが困難な労災

指定医療機関に対して、別添のとおり特例措置が厚生労働省労働基準局長より示されましたので、
取り急ぎご連絡申し上げます。

平成28年熊本地震に関する労災診療費等の請求の取扱いにっいて
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<添付資料>

・平成28年熊本地震に関する労災診療費等の請求の取扱いにっいて
(平28'4.28 基発0428第1号厚生労働省労働基準局長)
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都道府県労働局長殿
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平成 28 牟熊本地震(以下「地震」という。)による被災に関する労災診療費等の

請求の事務にっいては、地震等の影響から診療録等が滅失又は棄損し、労災診療費等

を請求することが困懸な医療機関に対し、下記のとおり特例措置を講じることとした

ので、遺漏なきを期されたい。

平成28年熊本地震に関する労災診療費等の請求の取扱いにっいて

.

R:12}

1 平成28年4月診療分に係る労災診療費等の請求にクいて

平成 28年4月診療分に係る労災診療費等の請求については、地震による被災に

より診療録等を滅失又は棄損した場合、あるいは地震発生直後における診療行為に

ついては十分に把握tることが困難である揚合の対応として、下記(1)又は(2)

の場合において下記2による特例の請求(以下「特例請求」という。)を行うこと

ができるものとすること。

(1)今回の地震にょり、診療録等を滅失又は棄損した労災保険指定医療機関、労災

保険指定薬局及ぴ労災保険指定訪問看護事業者(以下「指定医療機関等」という。)

は、平成28年4月14日以前の診療等分にっいて特例請求を行うことができるも

のであること。

この揚合にあクて、同年4月15日以降の診療等分にっいては原則として通常

の手続きによる請求を行うこと。

(2)災書救助法適用地城に所在する医科に係る労災保険指定医療機関であって、平

成28年4月15日以降に診療を行ったものにっいては、当該医療機関の状況にか

んがみ、通常の羊続きによる請求を行うことが困難な場合に、同月1か月分を通

して特例詰求を行うことができるものであること。

基発 0428 第 1 号

平成 28年4月28日
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厚生労働省労働基準局長

(公印省略)
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2 特例請求を行う場合の取扱いについて

(1)特例請求を選択する指定医療機関等については、やむを褐ない事情がある場合

を除き、平成28年5月玲日までに別紙の「労働者災害補償保険診療費等特例請

求書」(以下「特例請求書」という。)に診療実日数等の必要事項を記入の上、

その所在地を管轄する都道府県労働局長に提出司、ること。

蕪:松挑酷幻躰既§

昌

(2)特例請求額の算出方法

原則として、平成27年12月診療等分から平成28年2月診療等分までの労災

診療費等支払実績により(当該指定医療機関等について特別な事情がある揚合に

は、別途指定医療機関等と調整をする。)、下記の①から③により算出し、それ

を合計して支払を行うとととなる(③を加算司、ることができるのは上記1 (2)

の請求を行う医科に係る労災保険指定医療機関のみ)ため、指定医療機関等にお

いては、特例謂求署に当該指定医療機関等の平成28年4月の入院、外来別の診

療実日数(※)を合わせて記入司、ること。

なお、労災保険指定藁局及び労災保険指定訪問看護事業者については、外来分

として取り扱うものとする。

.

R:221

(※)上記1 (1)の請求を行う指定医療機関等については、平成28年4月14

日までの診療実日数。
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①入院分

平成27年12月~平成28年2月
入院分労災診療費等支払額

②外来分

平成27年12月~平成28年2月
外来分労災診療費等支払額

9 1日

70日

X

平成28年4月の入院診療
実日数(※)

X

平成28年4月の外来診療
実日数(※)
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③平成28年4月15日以降の診療増(入院診療の増加、地鯉発生直後にお
ける時間外診療分)

平成27年12月~平成28年2月
入院分労災診療費等支払額

雑:松盤三獣殉堀絵

^

9 1日

平成27年12月~平成28年2月
外来分労災診療費等支払額

+

(3)上記1 (1)に該当ずる指定医療機関等であって、上記1 (2)に規定する地

域以外の区域に所在するものについてほ、櫂災証明書又は羅災届出証明書若しく

はごれらの写しを併せて管絡労働局等に提出すること。

(4)特例請求を選択Lた指定医療機関等についてば、当該特例請求額をもって平成

28年4月診療分の労災診療費等支払額を確定するものであること。

.

70日

X

3 通常の方法による請求を行う場合の取扱いについて

平成28年4月診療分(5月提出分)に係る診療費請求審等の提出期限について

は、災害救助法の適用地域に所在する指定医療機関等に限り、平成 28年5月13

日とすること。

また、提出期限に遅れたものにっいては、翌月以降に提出するものとするごと。

なお、薬剤費及ぴ訪問看護費用の請求についても同様の取扱いとすること。

R:221

平成28年4月15日以降
の入院診療実日数
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X

平成28年4月15日以降

の外来診療実日数

4 5月診療分及び6月診療分の労災診療費等の請求の取扱いについて

5月診療分及ぴ6月診療分の労災診療費等の請求の取扱いについては別途指示

すること。

X O.05

5 その他

(1)特例請求の機械処理等に当たっての詳細にっいては、別途指示,、ると二ろにと

るごと。

(2)本件取扱いについては、関係機関と連携の上、管内の指定医療機関等に対して

周知を徹底すること。

X O、 058

0



長崎県医師会御中

'翁卸明2開(村 19晦扮磁』際齢躯鵬

労働者災害補償保険診療費等特例請求書(平成23年4月診療分)

早成28年4月2呂日付け基発0428第1号r平成28年熊本地震に闘する労災診療費等の請求の取扱
いについて」に定める特例請求の要件に該当することから、特例請求の算定方法に基づき、労災診療費等

を謂求します。

恋お、請求額については、厚生労働省が保管する支払記録の早成27年12月から平成28年2月まで

の支給実績に基づき算定することに同意します。

迷べ・ジ那舗ぺ・ジ吋。

蕪:松難畔刃肱断ヨ

'

診療機関等請求人の

労災保険指定医療機関等の番号

.

郵便番号

住所(所在地)

称名

責任者氏名

R:詑1

労勵局長.殿

1 特例請求(当
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回診療録が滅失又は棄損しだ労災保険指定医療機関、労災保険指定薬局、労災保険指定訪問看護事業
者であって、 4月14日以前の診療等分について特例による請求を行うもの(4月15日以降は通常

の手続きによる請求)。

回災害救助法適用地域に所在する労災保険指定医療機関(医科)であって、
4月15日以降に診療を行い、当該医療機関の状況に鑑み通常の手続きによる謂求を行うことが困

難尽ため、 4月の1力月分を通して特例による請求を行うもの。

2 平成28年4月の診痩実日数

(1)1の国に該当する医療機関等
外来診療実日数日間(14日以前)入院診療実日数日問(14日以前)

(2)1の圍に該当する医科に係る医療機関
外来診療実日数日問(14白以前)入院診療実日数日間64日以前)
外来診療実日数日間a5白以降)入院診療実日数日問a5凹以降)

(別紙)

電話番号

(可能であれぼ記入をお願いします。)

いし

(暑名又は記名押印)

妥

日月年82
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